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株式会社電算システム 
 

デジタル地域通貨「さいコイン」の取扱い開始について 
 
　株式会社電算システム(本社：岐阜県岐阜市、代表取締役社長執行役員：高橋 譲太、以下「電算システム」)は 
、株式会社つなぐ(本社：埼玉県さいたま市浦和区、代表取締役：佐々木 彰 以下「株式会社つなぐ」)が提供する
市民アプリ「さいたま市みんなのアプリ」で利用可能な、さいたま市のデジタル地域通貨「さいコイン」を電算シス

テムのコンビニ収納代行サービスで取扱いを開始いたしました。 
 
この度、電算システムは、さいたま市（市長：清水 勇人 以下「さいたま市」）が公告をしておりました「さいたま

市市税等収納・納付代行事務（2025年～2026年度収納分）」を受託し、2025年4月1日から取扱いを開始しまし
た。同時に、さいたま市へ提供するコンビニ収納代行サービスにおきまして、「さいコイン」による請求書払いの取

扱いを開始しております。「さいコイン」の利用者は、さいたま市市税等の納付書のバーコードを「さいたま市みん

なのアプリ」の〔請求書払い〕機能で読取ることで「さいコイン」で市税等の納付が可能となります。 
 
　「さいコイン」は、2024年7月31日から株式会社つなぐが提供を始めた市民アプリ「さいたま市みんなのアプリ」
で利用可能な、政令指定都市で初めてのデジタル地域通貨です。指定の銀行口座・クレジットカード及びセブン

銀行ＡＴＭ によりチャージが可能であり、さいたま市内の加盟店全店でご利用いただけます。 
 
■業務の全体概要 

 
 
■「さいコイン」による請求書払い開始日 
　2025年4月1日(火) 
 
■対象科目 
市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、 
軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料、墓地管理料、学校給食費、 
日本スポーツ振興センター保護者負担金、負担金・手数料など 
 
※ 学校給食費・日本スポーツ振興センター保護者負担金は、市立小・中・中等教育(前期課程)・特別支援学校
分に限ります。 
 
※ 保育料、放課後児童クラブ利用料は2025年秋ごろ、後期高齢者医療保険料は2026年1月から対応します。 
 
※さいコインでのお支払いでは、領収書は発行されません。 
 
 



 

 
■支払い方法 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
■さいたま市みんなのアプリ 
 

 
 
■会社概要 
　株式会社電算システム 
　本社所在地 ：岐阜本社　岐阜県岐阜市日置江1丁目58番地 
　  　東京本社　東京都中央区八丁堀2丁目20番8号　八丁堀綜通ビル 
　主な事業内容 ：情報サービス事業、収納代行サービス事業 
　URL  ：https://www.densan-s.co.jp/ 
 
　株式会社つなぐ 
　本社所在地　 ：埼玉県さいたま市浦和区高砂２丁目２−３　JREさいたま浦和ビル　５F 
　主な事業内容 ：さいたま市民アプリの運用・管理、地域通貨、地域ポイントの運用・管理 
　　　　　　　　 地域、地域商品群に関するマーケティング及びプロモーション 
　URL  ：https://www.home.saitama-tsunagu.com/ 
 
 
本リリースに関する問い合わせ先 

＜報道関係者様からのお問合せ先＞ 
　株式会社電算システム 
　経営企画室　後藤 
　電話：058-279-3456 
　E-mail：NewsRelease@densan-s.co.jp 

＜製品・サービスに関するお問合せ先＞ 
　株式会社電算システム 
　決済ビジネス事業部　公共担当  
　電話：03-3206-6556 
　E-mail: public@densan-s.co.jp  
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